
奈良徳島県人会会則 

（名称）  

第１条 本会は奈良徳島県人会と称する。本会の事務所は、奈良県北葛城郡河合町泉台２丁目 17-12、  

郷司好秀方に置く。  

 

（会員）  

第２条  本会は奈良県下に在住する徳島県出身者をもって構成する。  

ただし、前項以外の者でも会員の推薦により会員となることができる。  

 

（目的）  

第３条  本会は、会員相互の親睦と交流を図り、郷土・徳島の発展に寄与するものとする。  

 

（事業）  

第４条  １．本会はその目的の達成のため会員名簿の作成、会報の発行、講演会、見学会等を行う。  

２．本会は、各種同好会を構成することができる。  

３．本会は、地域社会及び他の県人会との交流を行う。  

４．その他、本会の目的達成に必要な事業を行う。  

５．上記の事業を円滑に遂行するため事務局を置く。  

 

（役員）  

第５条 本会は次の役員を置く。  

会長１名、副会長若干名、常任理事若干名、会計監査２名  

 

（役員の選任）  

第６条 会長は正副会長会の推薦により選出し、副会長および常任理事、会計、会計監査は会長が指名し、

常任理事会の承認を得るものとする。  

 

（役員の任務）  

第７条  １．会長は本会を代表し会務を統括する。  

２．副会長のうち１名を会計担当とし、１名を事務局担当とする。他に盛年部担当、 女子部担当

を会長の指名により置くことができる。  

３．副会長は会長を補佐する。 

４．会長に事故ある時は、副会長協議の上、いずれか一人が会長職を代行する。  

５．会計は監査の承認を受け、年度末の決算状況について常任理事会及び総会において報告しな

ければならない。  

６．事務局担当は、会長の指示のもと会計業務以外の会務全般を執行する。また、各種事務局   

会議に出席し役員会に報告する。 

 

（役員の任期）  

第８条  １．役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。  

２．任期の途中で補選された役員の任期は前任者の残任期間とする。  



（名誉会員）  

第９条  本会には名誉会員と相談役、顧問を置くことができる。  

１．名誉会員は、本会の運営に貢献をなした者を正副会長会が推薦し、常任理事会の承認を必要

とする。  

２．相談役、顧問は長期にわたり会員として在籍した者とし、常任理事会の承認を得て会長がこ

れを選任する。  

３．相談役、顧問は必要に応じ会長が会議への出席を求めることができる。  

 

（会議）  

第１０条１．本会の会議は総会、正副会長会、常任理事会とし、会長がこれを招集する。  

２．定時総会は、決算終了後３ヶ月以内に行うものとし、また必要に応じて臨時総会を開くこと

ができる。  

３．会議の議決は出席者の過半数をもって成立する。  

 

（総会）  

第１１条  総会には次の事項を報告する。  

１．事業報告および決算報告に関すること。  

２．事業計画および予算計画に関すること。  

３．役員改選の承認に関すること。  

 

（常任理事会）  

第１２条 常任理事会は会長が招集し、執行議決機関として次の事項を審議決定する。  

１．事業報告および決算報告に関すること。  

２．事業計画および予算計画に関すること。  

３．その他、本会の運営に関する重要事項。  

 

（議長および議事）  

第１３条 １．総会および決議を要する会議の議長は、会長がこれにあたる。  

２．会長は提出議案の説明を副会長、担当者にさせることができる。  

 

（会計）  

第１４条 １．本会の経費は寄付金その他をもってこれにあてる。  

２．本会の収支については正副会長会議および常任理事会の承認を得て、総会で報告する。 

３．余剰金は資産として計上する。  

 

（会計年度および監査）  

第１５条 １．本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月末に終わる。  

２．監査は本会の会計および財産の状況を把握・監査し、常任理事会に報告するとともに年度

末の決算の状況を総会において報告しなければならない。  

 

（帳簿および書類）  

第１６条 事務局には会則および毎会計年度の決算書と各年度の総会資料を備えておかなければならない。  



（会計処理規程）  

第１７条 会計係は本会の現金および預金の出し入れを行いこれらの保管を行う。  

第１８条 会計係は、必要現金以外は金融機関への預金とする。  

第１９条 会計係は、入出金の都度、金銭出納帳に記録する。預金帳は会計係の名義としそれを保管する。  

 

（旅費ならびに事務費規定）  

第２０条 １．他の団体および自治体が主催する会議、研修会等の出張に要する参加費・旅費交通費は原

則として自己負担とする。（ただし会長・会計担当・事務局担当が協議の上で認めた場合は

この限りではない）  

２．会務を遂行する上で必要な事務費は、原則的に本会がこれを負担する。  

 

（表彰規定）  

第２１条 １．人命救助その他の功労により地方自治体より表彰を受けた会員は、会長が表彰することが

できる。  

２．前項については、会長より感謝状を出し、総会において表彰する。  

３．本会の役員および会員が、長期にわたり本会の発展に功績のあった場合、会長より表彰す

る。 

 

（追記）本会則の変更については正副会長会議、ならびに常任理事会の承認を必要とする。 

 

令和７年４月１３日一部改正 

平成１２年７月１５日 施行  

平成１５年６月２８日 一部改正  

平成２０年５月２５日 一部改正  

平成２１年１１月１日 一部改正 

平成２８年４月２４日 一部改正 


